
双子を妊娠しました。
妊婦支援給付金（２回目給付）として10万円を受け取ることができますか。

妊婦支援給付金（２回目給付）は、５万円×妊娠した胎児の数を支給します。

Ｑ

Ａ

妊婦支援給付金は誰が申請できますか。

妊娠・出産した方（妊婦）が申請できます。父親、里親、養親は申請できません。

Ｑ

Ａ

DV（ドメスティックバイオレンス）などにより、やむを得ず、住民票を元の住所地か
ら異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村･避難先
の市町村のどちらへ妊婦支援給付金の申請をすればよいですか。

住民票のある市町村に申請してください。やむを得ない事情がある方は別途証明等を提
出していただくことで、避難先の市町村へ申請することができる場合があります。まず
は問い合わせ窓口までご相談ください。

Ｑ

Ａ

明石市で新生児訪問を受けましたが、他の市町村に転出する予定です。この場合、明石市・転出
先の市町村のどちらへ妊婦支援給付金（２回目給付）の申請をすればよいですか。

まずは明石市へ申請してください。申請に不備がなければ明石市から支給します。

Ｑ

Ａ

所得制限はありますか。

所得制限はありません。

Ｑ

Ａ

よくある質問

流産・死産となりました。妊婦支援給付金の支給を受けることはできますか。

流産・死産となった場合も妊婦支援給付金（１回目給付および２回目給付）の支給対象
となります。

Ｑ

Ａ

里帰り出産します。この場合、明石市・里帰り先の市町村のどちらへ妊婦支援給付金の申請
をすればよいですか。

出産された妊婦の住民票のある市町村に申請してください。

Ｑ

Ａ
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